
１　パブリックコメントへのご意見

No. 該当頁 ご意見等 対 応 等

1 5,11

図３：「市町村別一人当たり医療費」や
図７：「市町村別1人当たり保険料」に
全国平均も取り込み、32頁の図18・図19
のように全国平均を緑線で挿入できませ
んか。

運営方針の各種図において、全国平
均と比較しやすいように、追記させ
ていただきました。

2 7

図４：医療費指数（令和５年度納付金算
定ベース）にみると庄内・大蔵村を除く
最上・西置賜の指数が低いようですがこ
のことの要因は分析されていますか。

医療費指数に市町村間で差があるこ
とについて、要因分析等は行ってお
りませんが、第２期国保運営方針の
期間中（令和６年度から令和11年
度）に、医療費に影響を与える要因
等の分析を行うこととしておりま
す。

3 9,34

図６：「市町村別１人当たり所得と65歳
以上の被保険者の割合」、図15：「保険
税（料）収納率（現年度分）と口座振替
率」及び図21：「１人当たり医療費と後
発医薬品使用割合」にある直線は何を意
味するものですか。

それぞれの図の縦軸と横軸の相関を
示す直線（回帰直線）となります。

4 10

「６ 財政状況において」表10：単年度
経常収支が赤字の市町村等の推移を平成
30年度以降増えているとの見解は、この
表をみると令和元・２年は増えています
が、令和３年度は平成30年度と赤字の市
町村等は同じです。ただ、単年度の経常
収支の黒字額が減少している傾向にある
と思料されます。

財政運営の県単位化前の平成29年度
との比較を記載しておりましたの
で、比較年度を追記させていただき
ました。

5 16
納付金ベースで保険税（料）を統一した
場合は医療費指数が高い値に統一されな
いのでしょうか。

納付金ベースの統一では、市町村ご
との医療費水準を反映しないものと
するため、医療費指数が高い値に統
一されるものではありません。

6 17

図12：保険税（料）水準の統一に向けた
スケジュールですが、これは厚生労働省
に指示されているスケジュールですか。
山形県国民健康保険連絡調整会議により
市町村と調整された結果ですか。

保険税（料）水準の統一に向けたス
ケジュールは、市町村との協議によ
り合意を得られたものです。
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No. 該当頁 ご意見等 対 応 等

7 17

インセンティブ措置の設定は数値をどの
ように設定するか難しいと思料されます
が、その額や算定方法については厚生労
働省からある程度算定方法は示されてい
ますか。このことは山形県国民健康保険
連絡調整会議で市町村と調整されると思
いますが、各種健康増進事業の実施と効
果をどのように評価されるか、一定の根
拠を山形県においてお持ちですか。

保険税（料）水準の統一におけるイ
ンセンティブ措置については、厚生
労働省は算定方法を示しておりませ
ん。
インセンティブ措置を効果的なもの
とするために、交付要件や額につい
ては、市町村との協議により決定し
ていきます。

8 18

保険税保険料の税への統一や保険税
（料）算定方式の統一は、19頁に県が示
す市町村税（料）率を算定する際に用い
る方式は３方式（所得割、均等割、平等
割）とありますが、本計画で取り組まれ
るのですか。

納付金の算定方法及び標準保険税
（料）率の算定方法において、３方
式を取ることは、現行の国民健康保
険運営方針（平成30年度から令和５
年度）で既に行っており、次期国民
健康保険運営方針の期間においても
引き続き行うものです。

9 19
（6）高額医療費の共同負担の小規模な
市町村とは具体的な人口数を示されない
のですか。

小規模な市町村単独で対応するに
は、納付金が高額になるリスクがあ
ることを記載している箇所となりま
すので、人口等の規模は示しており
ません。

10 20
標準的な収納率の設定を全国平均とした
場合に現在の収納率より低下しません
か。

標準保険税（料）率の算定に用いる
収納率は、算定年度の前々年度の全
国市町村の平均収納率であるため、
実際の収納率とは異なるものです。

11 20

決算剰余金の活用の扱いですが、財政安
定化基金に積み立てるとありますが、余
剰に積立金が発生した場合は保険税
（料）に引き下げに使用する場合はあり
ますか。

財政安定化基金に積み立てる決算剰
余金は、市町村納付金の年度間平準
化のため、減算に活用するものとし
ておりますので、結果として保険税
（料）の引き下げに活用されること
となります。

12 31

医療費の適正化に向けた取組み状況にあ
る（１）市町村の特定健診・特定保健指
導の実施状況の数値と７頁図４：医療費
指数は必ずしも相関になっていないよう
ですが、特定健診・特定保健指導実施率
の医療費指数に低減に資する根拠はあり
ますか。37頁　３医療適正化・保健事業
の共同事業の実施の（１）に特定健診受
診率向上対策事業を実施されるようです
が、このことも根拠をもった取り組みと
なっていますか。

厚生労働省の公表資料（平成27年３
月「特定健診・保健指導の医療費適
正化効果等の検証のためのワーキン
ググループ　最終取りまとめ」）に
よりますと、特定保健指導参加によ
り診療費が低くなることが示されて
おります。
　こういったことから、特定健診受
診率及び特定保健指導終了率を向上
させる取組みは、医療費の適正化に
資するものとして取り組むもので
す。

2



No. 該当頁 ご意見等 対 応 等

13 37
（２）広報事業の共同実施は具体的な事
業は決まっていますか。

現時点で具体的な事業は決まってお
りませんが、市町村との協議により
実施していきます。

14 38

事務の標準化に向けた取り組みですが、
市町村標準システムとは国のデジタルガ
バメント実行計画（令和２年12月25日閣
議決定）で取り組まれるシステムのこと
ですか。

お見込みのとおり、デジタルガバメ
ントに実装している標準システムと
なります。

15 39
１の（２）国保データベース（ＫＤＢ）
システムの活用等は具体的にどのように
利用されるのですか。

医療費に影響を与える要因等を市町
村ごとに分析することなどを予定し
ております。

16 53

12 市町村別保険給付の点検の状況（令
和３年度）をみると柔道整復療養費につ
いての患者調査の実施状況をみると未実
施の自治体が多いようですが、このこと
に対し未実施の対応はどのようにされる
のですか。

市町村の事務の平準化及び効率化を
目的に、令和４年度から、希望する
市町村国保の保険者分を取りまと
め、県が事業を実施しております。
なお、令和５年度には、全ての市町
村が独自又は県事業により患者調査
を実施しております。

２　市町村法定意見照会へのご意見

No. 該当頁 ご意見等 対 応 等

1 22

P3被保険者数とP22収納率の状況をみる
と、被保険者数の多い市町村ほど収納率
が低くなる傾向なのか。収納率の高い市
町村は収納率をあげるための取り組みが
あるのではないか。
そのため、「被保険者数が多い市町村ほ
ど収納率が低くなる傾向にある。」で良
いのか？

収納率に影響するものは被保険者数
以外にもあるため、一番高い舟形町
と一番低い山形市との差を記載する
こととします。

2 38

収納対策に向けた取組について、国保税
部門だけでなく、国保部門からの個別電
話相談を受けるような体制を整備してい
ただきたい。

国保部門への収納支援について、ど
のような支援体制が望ましいか、国
保連合会や県内市町村との協議を通
して検討してまいります。
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